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令和２年第４回加須市議会定例会提出議案の概要 

                        招集日 令和２年１１月２５日（水） 

 

１ 提出議案件数 

    予算関係         ７ 件 

    条例関係         ９ 件 

    事件関係        １０ 件             計 ２６ 件 

 ...................................................................................  

２ 個別議案の概要 

 ...................................................................................  

第１０６号議案  令和２年度加須市一般会計補正予算（第８号） 

(1) 今回補正予算額 ８００，９８５千円 

(2) 補正後予算額 ５４，１０５，３６９千円 

(3) 補正予算の主な内容 

（歳入） 

ア 地方交付税                       ２０９，０１９千円 

イ 国庫支出金 １６６，００２千円 

ウ 県支出金 ２０８，８３６千円 

エ 繰入金 １，７８４千円 

オ 繰越金                         １６５，６７３千円 

カ 諸収入                           ４，９０５千円 

キ 市債 ４４，７６６千円 

（歳出） 

ア 議員人件費                        ▲３，５３２千円 

イ 職員人件費  ▲７６，５７８千円 

国の人事院勧告及び県の人事委員会勧告を踏まえた給与改定による減額         ▲１５，２８４千円 

人事異動等による減額                               ▲６１，２９４千円 

  ウ 自治協力団体活動促進事業                  ２，０００千円 

エ コミュニティセンター管理運営事業              ２，４２０千円 

オ 市民総合会館管理運営事業                  ４，７３０千円 

カ 税務管理事業                       １２，０００千円 

キ 生活困窮者自立相談支援事業                    ３１８千円 

ク 生活困窮者住居確保給付事業                 ５，０５１千円 

ケ 中国残留邦人等支援事業                      ５６千円 

コ 特別障害者手当等支給事業                     １０千円 

サ 自立支援医療費支給事業                   ６，４２６千円 

シ 障がい者訪問サービス（自立支援）事業           ６０，５１０千円 

ス 障がい者日中活動サービス（自立支援）事業        １２３，１０５千円 

セ 障がい者居住サービス（自立支援）事業           ９８，３５７千円 
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ソ 障がい児発達支援（自立支援）事業             ４７，２７３千円 

タ 障がい者相談管理（自立支援）事業              ６，５００千円 

チ 介護保険事業特別会計繰出事業               ▲４，６３２千円 

ツ 母子家庭等自立支援事業                     ７５０千円 

テ 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給事業  １，８６６千円 

ト 生活保護適正実施推進事業                    ５６９千円 

ナ 生活保護者自立支援事業                     １２０千円 

ニ 生活保護事業                      ２４４，５６５千円 

ヌ 避難者支援予防接種事業                     ３５７千円 

ネ 高齢者予防接種事業                    ５７，３２２千円 

ノ 新型コロナウイルス感染症予防対策事業            ２，５００千円 

ハ 保健センター管理運営事業                  ４，６５４千円 

ヒ 農業公社支援事業                     ２０，０００千円 

フ ほ場等整備推進事業                       ７２５千円 

ヘ 農地利用集積推進事業                  １０６，３６４千円 

ホ 住宅改修等需要促進事業                   ４，０００千円 

マ 道路維持管理事業                     ７４，８００千円 

ミ 幹線道路新設改良事業                    ８，０００千円 

ム 生活道路側溝事業                      ７，６２０千円 

メ 生活道路新設改良事業                   １４，０４０千円 

モ 溢水対策整備事業                      ５，０００千円 

ヤ 防災行政無線管理運営事業                  ９，４８２千円 

ユ 小学校施設整備事業                     ２，０７９千円 

ヨ 中学校管理運営事業                     １，６９４千円 

ラ 市債元金償還事業                     １２，３１８千円 

リ 市債利子支払事業                    ▲６１，８５４千円                       

(4) 債務負担行為の追加 

ア 期間 令和２年度から令和３年度まで 

市議会会議録印刷 外９件 ９，０２９千円ほか 

イ 期間 令和３年度 

会計年度任用職員等労務管理委託 外１０２件 １，６８０千円ほか 

  ウ 期間 令和３年度から令和５年度まで 

  プラザきさい庁舎管理清掃委託 外３件          ２５，０３２千円ほか 

  エ 期間 令和３年度から令和７年度まで 

  学童保育指定管理料                 学童保育の管理に要する額 

(5) 地方債の補正 

ア 変更 

起債の目的 補正前限度額 補正後限度額 
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(ア) 臨時財政対策 １，４００，０００千円 １，４４４，７６６千円 

 ...................................................................................  

第１０７号議案  令和２年度加須市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

 (1) 債務負担行為の設定 

ア 期間 令和２年度から令和３年度まで 

特定健康診査受診券等封入用封筒印刷 外４件 ２２２千円ほか 

  イ 期間 令和３年度 

コンビニエンスストア収納代行委託 外１件 ２，１１８千円ほか 

 ...................................................................................  

第１０８号議案  令和２年度加須市国民健康保険直営診療所特別会計補正予算（第２号） 

(1) 今回補正予算額 ４７０千円 

(2) 補正後予算額 １０５，４７０千円 

(3) 補正予算の主な内容 

  （歳入） 

ア 繰越金 １４９千円 

イ 県支出金                            ３２１千円 

（歳出） 

ア 一般管理事業 ４７０千円 

 ...................................................................................  

第１０９号議案  令和２年度加須市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

(1) 今回補正予算額 １，７９１千円 

(2) 補正後予算額 １，２４９，４９１千円 

(3) 補正予算の主な内容 

  （歳入） 

ア 国庫支出金 １，７９１千円 

（歳出） 

ア 後期高齢者医療保険料徴収事業 １，７９１千円 

 (4) 債務負担行為の設定 

ア 期間 令和２年度から令和３年度まで 

健康診査受診券等封入用封筒印刷 外３件 １５９千円ほか 

  イ 期間 令和３年度 

コンビニエンスストア収納代行委託 外１件 ３０３千円ほか 

 ...................................................................................  

第１１０号議案  令和２年度加須市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

(1) 今回補正予算額 １５，８６３千円 

(2) 補正後予算額 ９，７３８，１５１千円 

(3) 補正予算の主な内容 

  （歳入） 

ア 国庫支出金 ２０，４９５千円 
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イ 繰入金 ▲４，６３２千円 

（歳出） 

ア 介護保険給付費準備基金事業 １５，８６３千円 

 (4) 債務負担行為の設定 

  ア 期間 令和３年度 

コンビニエンスストア収納代行委託 外５件 ７２６千円ほか 

 ...................................................................................  

第１１１号議案  令和２年度加須市水道事業会計補正予算（第２号） 

 (1) 債務負担行為の設定 

  ア 期間 令和３年度 

浄水処理薬品購入 外２件 １７，１０９千円ほか   

 ...................................................................................  

第１１２号議案  令和２年度加須市下水道事業会計補正予算（第１号） 

 (1) 債務負担行為の設定 

  ア 期間 令和３年度 

   下水汚泥収集運搬及び処分委託 外２件         １１７，１９４千円ほか 

 ...................................................................................  

 第１１３号議案 加須市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正す 

る条例 

 (1) 趣 旨   議会の議員の期末手当の額について改定すること。 

(2) 内 容  【第１条による改正】 

ア １２月に支給する期末手当の支給割合を次のように改めること。 

         「２．２５月分」⇒「２．２０月分」 

        イ 令和２年１２月１日から施行すること。 

        【第２条による改正】 

        ア ６月及び１２月に支給する期末手当の支給割合を次のように改めるこ 

と（第１条のアによる改正後の内容を更に改正）。 

           ６月期 「２．２５月分」⇒「２．２２５月分」 

          １２月期 「２．２０月分」⇒「２．２２５月分」 

        イ 令和３年４月１日から施行すること。 

 ...................................................................................  

第１１４号議案 加須市特別職職員の給与等に関する条例及び加須市教育委員会教育長の 

給与等に関する条例の一部を改正する条例 

 (1) 趣 旨   市長、副市長及び教育長の期末手当の額について改定すること。 

 (2) 件 名  ア 加須市特別職職員の給与等に関する条例の一部改正 

        イ 加須市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正 

 (3) 内 容  【第１条及び第３条による改正】 

ア １２月に支給する期末手当の支給割合を次のように改めること。 

         「２．２５月分」⇒「２．２０月分」 
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        イ 令和２年１２月１日から施行すること。 

        【第２条及び第４条による改正】 

        ア ６月及び１２月に支給する期末手当の支給割合を次のように改めるこ 

と（第１条及び第３条のアによる改正後の内容を更に改正）。 

           ６月期 「２．２５月分」⇒「２．２２５月分」 

          １２月期 「２．２０月分」⇒「２．２２５月分」 

        イ 令和３年４月１日から施行すること。 

 ...................................................................................  

 第１１５号議案 加須市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 (1) 趣 旨   人事院勧告及び埼玉県人事委員会勧告を踏まえ、一般職職員の期末手当 

の額について改定するとともに、規定の整備をすること。 

 (2) 件 名  ア 加須市一般職職員の給与に関する条例の一部改正 

        イ 加須市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正 

（アの条例の附則で改正） 

 (3) 内 容  【第１条及び附則第２項による改正】 

ア 一般職職員に係る１２月に支給する期末手当の支給割合を次のように 

改めること（（２）ア関係）。 

  「１．３０月分」⇒「１．２５月分」 

イ アに伴い、再任用職員及び会計年度任用職員の期末手当の支給に関す 

る読替規定の整備をすること（（２）ア及びイ関係）。 

ウ 令和２年１２月１日から施行すること。 

【第２条及び附則第３項による改正】 

ア 一般職職員に係る６月及び１２月に支給する期末手当の支給割合を次 

のように改めること（第１条のアによる改正後の内容を更に改正）（（２） 

ア関係）。 

   ６月期 「１．３０月分」⇒「１．２７５月分」 

  １２月期 「１．２５月分」⇒「１．２７５月分」 

イ アに伴い、再任用職員及び会計年度任用職員の期末手当の支給に関す 

る読替規定の整備をすること（第１条及び附則第２項のイによる改正後 

の内容を更に改正）（（２）ア及びイ関係）。 

ウ 令和３年４月１日から施行すること。 

 ...................................................................................  

 第１１６号議案 加須市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 (1) 趣 旨   地方税法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険税の軽減措置に係る所 

得の基準を改めること。 

(2) 内 容  ア 国民健康保険税の軽減措置に係る所得の基準を次のように改めること。 

前年の世帯の総所得金額等 軽減割合 

３３万円以下 ７割 

３３万円＋（２８万５千円×被保険者及び特定同一 ５割 
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世帯所属者※１の合計人数）以下 

３３万円＋（５２万円×被保険者及び特定同一世帯

所属者※１の合計人数）以下 
２割 

                      ↓ 

前年の世帯の総所得金額等 軽減割合 

４３万円＋１０万円×（給与所得者等※２の数－１）

以下 
７割 

４３万円＋１０万円×（給与所得者等※２の数－１）

＋２８万５千円×（被保険者及び特定同一世帯所属

者※１の合計人数）以下 

５割 

４３万円＋１０万円×（給与所得者等※２の数－１）

＋５２万円×（被保険者及び特定同一世帯所属者※１

の合計人数）以下 

２割 

※１ 同一世帯に属し、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し 

た者 

※２ 給与所得者及び公的年金等の支給を受ける者（収入要件有り。） 

イ 令和３年１月１日から施行すること。 

ウ その他この条例の施行に必要な経過措置を設けること。 

 ...................................................................................  

 第１１７号議案 加須市消費生活センター条例の一部を改正する条例 

 (1) 趣 旨   加須市消費生活センターの運営を円滑に行うため、当該センターにおけ 

る相談の開始時間を改めること。 

(2) 内 容  ア 加須市消費生活センターにおける相談の開始時間を次のように改める 

こと。 

「午前９時」⇒「午前１０時」 

イ 令和３年４月１日から施行すること。 

 ...................................................................................  

第１１８号議案 加須市老人福祉センター条例の一部を改正する条例 

 (1) 趣 旨   施設の老朽化及び健康福祉センターを保健事業と介護予防を一体的に実 

施する場とすることに伴い、加須市騎西老人福祉センター及び加須市北川 

辺老人福祉センターを廃止すること。 

 (2) 内 容  ア 加須市騎西老人福祉センター及び加須市北川辺老人福祉センターを廃 

止し、当該センターの休業日、利用時間及び使用料に係る規定を削ること。 

        イ その他規定の整備をすること。 

        ウ 令和３年４月１日から施行すること。 

 ...................................................................................  

 第１１９号議案 加須市北川辺介護サービスセンター条例を廃止する条例 

 (1) 趣 旨   加須市北川辺介護サービスセンターは、民間の介護サービス提供事業所 

の充実により、当該センターの所期の目的を達成したため廃止すること。 

 (2) 内 容  ア 加須市北川辺介護サービスセンターを廃止すること。 
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イ 令和３年４月１日から施行すること。 

 ...................................................................................  

 第１２０号議案 加須市保健センター条例の一部を改正する条例 

 (1) 趣 旨   加須市騎西保健センター、加須市北川辺保健センター及び加須市大利根 

保健センターをそれぞれ総合支所の分庁舎に位置付け、その名称を健康福 

祉センターとし、保健事業と介護予防を一体的に実施する場として使用す 

ること。 

 (2) 内 容  ア 加須市騎西保健センター、加須市北川辺保健センター及び加須市大利 

根保健センターに係る規定を削ること。 

        イ 加須市プラザきさいを構成する施設から加須市騎西保健センターを削 

ること。 

ウ 令和３年４月１日から施行すること。 

 ...................................................................................  

 第１２１号議案 加須市都市公園条例の一部を改正する条例 

 (1) 趣 旨   加須市の公園を都市公園として４つの形態に分類し、一体的に管理する 

とともに、都市公園法等の一部改正に伴い、運動施設の敷地面積に対する 

割合の上限を定める等すること。 

 (2) 内 容  【第１条による改正】 

ア 市の区域内に市民緑地が存する場合は、市民１人当たりの都市公園の 

敷地面積の標準を、当該面積から市民１人当たりの市民緑地の敷地面積 

を控除して得た面積以上とすること。 

イ 都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面 

積に対する割合の上限（１００分の５０を参酌して条例で定める割合） 

を１００分の５０とすること。 

ウ 都市公園法の一部改正に伴い、条文中に引用する条項を次のとおり改 

めること。 

          「第５条の３」⇒「第５条の１１」 

エ 公布の日から施行すること。  

【第２条による改正】 

ア 題名を次のように改めること。 

          「加須市公園条例」 

イ 条文中の用語を次のように改めること。 

  「都市公園」⇒「公園」 

ウ 公園を次の４つの形態に分類すること。 

 （ア） スポーツ・健康づくり型 

 （イ） 遊び型 

 （ウ） 自然・文化・歴史型 

 （エ） コミュニティ・広場型 

エ 公園における禁止行為として、公園の管理に支障を及ぼすおそれのあ 
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る行為を追加すること。 

オ 体育又はスポーツを主たる目的として無料で利用させる公園施設を次 

のとおりとすること。 

公 園 名 無料の公園施設  

加須市民運動公園 陸上競技場・多目的広場 

鎮守前公園 野球グラウンド・テニスコート 

花崎愛宕公園 テニスコート 

川口中央公園 テニスコート 

騎西総合公園 芝生広場・多目的広場 

藤ノ木公園 多目的広場 

渡良瀬総合グラウンド 自由広場 

柏戸スポーツ公園 
グラウンドゴルフ場・ゲートボー

ル場 

大利根運動公園 自由広場 

加須スケートパーク スケートボードエリア 

カ 公園の災害時対応機能を確保する必要が生じた場合は、この条例の規 

定による許可を受けた者に対し、当該許可の取消し等の処分をし、又は 

必要な措置を命ずることができることとすること。 

キ 加須市公園条例を廃止すること。 

ク 令和３年４月１日から施行すること。 

ケ その他この条例の施行に必要な経過措置を設けること。 

 ...................................................................................  

 第１２２号議案 公の施設の指定管理者の指定について 

 (1) 趣 旨   加須市騎西放課後児童健全育成室の指定管理者を指定すること。 

 (2) 内 容  ア 指定管理者となる団体として、騎西風の子学童クラブ保護者会を指定 

すること。 

イ 指定の期間は、令和３年４月１日から令和８年３月３１日までとする 

こと。 

 ...................................................................................  

 第１２３号議案 公の施設の指定管理者の指定について 

 (1) 趣 旨   加須市田ケ谷放課後児童健全育成室の指定管理者を指定すること。 

 (2) 内 容  ア 指定管理者となる団体として、田ケ谷くすの木学童クラブの会を指定 

すること。 

イ 指定の期間は、令和３年４月１日から令和８年３月３１日までとする 

こと。 

 ...................................................................................  

 第１２４号議案 公の施設の指定管理者の指定について 

 (1) 趣 旨   加須市種足放課後児童健全育成室の指定管理者を指定すること。 
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 (2) 内 容  ア 指定管理者となる団体として、種足つばさ学童クラブ父母会を指定す 

ること。 

イ 指定の期間は、令和３年４月１日から令和８年３月３１日までとする 

こと。 

 ...................................................................................  

 第１２５号議案 公の施設の指定管理者の指定について 

 (1) 趣 旨   加須市鴻茎放課後児童健全育成室の指定管理者を指定すること。 

 (2) 内 容  ア 指定管理者となる団体として、鴻茎おおぞら学童クラブ保護者会を指 

定すること。 

イ 指定の期間は、令和３年４月１日から令和８年３月３１日までとする 

こと。 

 ...................................................................................  

 第１２６号議案 公の施設の指定管理者の指定について 

 (1) 趣 旨   加須市高柳放課後児童健全育成室の指定管理者を指定すること。 

 (2) 内 容  ア 指定管理者となる団体として、高柳けやき学童クラブの会を指定する 

こと。 

イ 指定の期間は、令和３年４月１日から令和８年３月３１日までとする 

こと。 

 ...................................................................................  

 第１２７号議案 公の施設の指定管理者の指定について 

 (1) 趣 旨   加須市北川辺西放課後児童健全育成室の指定管理者を指定すること。 

 (2) 内 容  ア 指定管理者となる団体として、北川辺学童保育の会げんきクラブを指 

定すること。 

イ 指定の期間は、令和３年４月１日から令和８年３月３１日までとする 

こと。 

 ...................................................................................  

 第１２８号議案 公の施設の指定管理者の指定について 

 (1) 趣 旨   加須市北川辺東放課後児童健全育成室の指定管理者を指定すること。 

 (2) 内 容  ア 指定管理者となる団体として、東小学童クラブの会を指定すること。 

イ 指定の期間は、令和３年４月１日から令和８年３月３１日までとする 

こと。 

 ...................................................................................  

 第１２９号議案 公の施設の指定管理者の指定について 

 (1) 趣 旨   加須市健康ふれあいセンターの指定管理者を指定すること。 

 (2) 内 容  ア 指定管理者となる団体として、株式会社クリーン工房を指定すること。 

イ 指定の期間は、令和３年４月１日から令和６年３月３１日までとする 

こと。 

 ...................................................................................  

 第１３０号議案 公の施設の指定管理者の指定について 
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 (1) 趣 旨   加須市童謡のふる里おおとね農業創生センターの指定管理者を指定する 

こと。 

 (2) 内 容  ア 指定管理者となる団体として、株式会社米米倶楽部を指定すること。 

イ 指定の期間は、令和３年４月１日から令和６年３月３１日までとする 

こと。 

 ...................................................................................  

 第１３１号議案 公の施設の指定管理者の指定について 

 (1) 趣 旨   加須市ライスセンターの指定管理者を指定すること。 

 (2) 内 容  ア 指定管理者となる団体として、株式会社かぞ農業公社を指定すること。 

イ 指定の期間は、令和３年４月１日から令和６年３月３１日までとする 

こと。 

 ...................................................................................  

 


